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文 部 科 学 省

教員免許更新制等の今後の在り方について

教員免許更新制等の今後の在り方について、文部科学省としての現時点

における方針は以下のとおりですので、お知らせします。関係各位におか

れては、これを踏まえ、引き続きの取組をお願い申し上げます。

１．教員の資質向上のための教員免許制度の抜本的な見直し（教員養成課

程の充実や専門免許状制度の導入の検討を含む。）に着手し、必要な調

査・検討を開始します。このため、平成２２年度予算概算要求に所要の

経費を計上しています。

２．当省においては、上記調査・検討において、現行制度の効果等を検証

する予定であり、新たな教員免許制度の内容及び移行方針を具体化する

中で、現在の教員免許更新制の在り方についても結論を得ることとして

います。

この検討は、拙速を避け、学校関係者、大学関係者などの意見を十分

に聞きながら行う予定です。

３．なお、上記調査・検討の結論が得られ、これに基づく法律改正が行わ

れるまでの間は、現行制度が有効です。このため、平成２２年度予算概

算要求において、山間地離島へき地等の学校の教員、少数教科科目を担

当する教員、障害のある教員などを対象とする講習を大学が開設するた

めの経費を国が補助するため、所要の経費を計上しています。

４．本件の今後の進捗状況については、適時適切に情報提供する予定で

す。


